
第9回石川町農業委員会総会議事録 

 

１   招集年月日   令和５年８月１７日 (木 ) 午後１時３０分  

 

２   招集場所     石川町役場  ３階  正庁兼議場   

 

３   議案  

（１）議案第２９号  

   農地法第３条第１項の規定による許可申請に対する意見決定に  

ついて  

（２）議案第３０号  

   農地法第５条の規定による許可処分の取消願いに対する意見決

について    

（３）議案第３１号  

   農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見決定に  

ついて  

（４）議案第３２号  

   現況確認証明に対する意見決定について  

（５）議案第３３号  

   荒廃農地に係る非農地判断の可否の決定について  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



出席委員    

農業委員   ９名  

１番  黒﨑  佳奈  ２番  鈴木  義延  ３番  永沼  善恵  

４番  岩谷  金良  ５番  野内   誠  ６番  大串  政一     

７番  近内  貞夫  ８番  泉   利夫  ９番  根本  常和  

 

農地利用最適化推進委員    １２名  

    １１番  近藤   強  １２番  佐川  正治  １３番  添田  文彦   

１４番  小針  淳一  １５番  渡邉  健一  １６番  伊藤良平次   

１７番  小豆畑  元  １８番  添田   健  １９番  円谷  和司       

２０番  近内  壽夫  ２１番  矢内  常男  ２２番  福田  正三  

 

事務局    事務局長          荒木  成輔  

農地管理係長        岸浪  正徳  

書   記          会田  勇輝  

専  門  員      志賀  幸雄  

            



・議  長   本日の出席は９名です。定足数に達しておりますので、只今より第９回

石川町農業委員会総会を開きます。 

議事録署名人の選出ですが、議長指名でご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議ないものと認め、２番  鈴木義延委員、３番  永沼善恵委員

を指名いたします。 

 

（１）議案第２９号  

  農地 法第３条 第１項 の規定に よる許 可申請に 対する 意見決定 につ

いて  

・議  長   議事に入ります。議案第２９号 農地法第３条第１項の規定による許可

申請に対する意見決定についてを議題といたします。 

事務局の説明を求めます。 

・事務局長   （議案朗読） 

        只今、説明しました農地法第３条第１項番号１につきましては、農地法

第３条第２項の不許可要件に該当していないことを報告いたします。 

・議  長   農地法第３条第１項番号１を調査されました○○○○委員に報告を求め

ます。 

・泉利夫委員   農地法第３条第１項番号１を調査した結果を報告します。 

        令和５年８月１０日、午前１０時３０分より譲受人の○○○○さんと最

適化推進委員の小豆畑元さん、伊藤良平次さんと、私の４名で、○○○○

を調査しました。 

場所は、石川町役場から国道○○○○号線で○○○○へ向かい、○○○

○を○○○○へ左折し、○○○○先を○○○○へ右折し○○○○進んだ所

に位置しております。 

申請理由は、３０年以上前に譲渡人と譲受人の先代の取決めで譲受人が

耕作と開パ事業費負担をしてまいりました。実態に合わせるために、譲渡

人２名の承諾の上、今回の申請に至りました。 

引き続き周辺農地と協調し、問題なく耕作できるものと思います。 

以上、調査した結果、この案件は問題ありませんので、ご審議のほどよろし

くお願いします。 



・議  長   只今報告のありました農地法第３条第１項番号 1の件について、何かご

意見等ございませんか。      

       （「異議なし」の声あり） 

・議  長   異議のないものと認め、議案第２９号 農地法第３条第１項番号１につ

いて承認するものと決定いたします。 

 

（２）議案第３０号  

  農地 法第５条 の規定 による許 可処分 の取消願 いに対 する意見 決定

について  

・議  長   次に、議案第３０号 農地法第５条の規定による許可処分の取消願いに

対する意見決定についてを議題といたします。 

        事務局の説明を求めます。 

・事務局長   (朗読説明) 

        只今説明しましたものは、一般住宅敷地として、転用許可を受けたもの

でございます。 

・議  長   審議に入る前に、議案第３０号農地法第５条の規定による許可処分の取

消願いに対する意見決定について、農地利用最適化推進委員は議決権がご

ざいませんが、１１番近藤委員は、申請者ですので、農業委員等に関する

法律第３１条 議事参与の制限により、退席を求めます。 

       〈近藤委員退席〉 

        只今説明のあったこの件について、何かご意見等ございませんか。  

       （「異議なし」の声あり） 

・議  長   異議のないものと認め、議案第３０号 農地法第５条の規定による許可

処分の取消願いに対する意見決定について、承認するものと決定いたしま

す。 

近藤委員の入室を認めます。 

       〈近藤委員入室〉 

 

（３）議案第３１号  

  農地 法第５条 第１項 の規定に よる許 可申請に 対する 意見決定 につ

いて  



・議  長   次に、議案第３１号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に対  

する意見決定についてを議題といたします。  

        事務局の説明を求めます。 

・事務局長   (朗読説明) 

        農地法第５条第１項番号１についてですが事業計画者は住宅分譲用地

を目的として今回の申請に至っております。なお申請地は、第３種農地で

す。 

        農地法第５条第１項番号２についてですが、事業計画者は、太陽光発電

施設用地を目的とし今回の申請に至っております。なお、申請地は第２      

種農地です 。 

・議  長   農地法第５条第１項番号１を調査されました岩谷金良委員に報告を求め

ます。 

・岩谷金良委員   農地法第５条第１項番号１の件を調査した結果を報告します。 

        ８月１０日午前１０時３０分より、岸浪係長、最適化推進員の小針淳一 

       氏、添田文彦氏と私の４人で○○○○様の説明を受けながら現地確認をし

ました。 

        申請地は、○○○○線と○○○○の交わる場所より○○○○方面に向か

い、○○○○の手前を左折し、○○○○行った所の十字路を左折し、そこ

から○○○○行った所の右側の○○○○番の休耕田です。 

        転用の目的は、宅地分譲用地として、申請者の○○○○様が○○○○に

譲渡する為の○○○○㎡です。 

        取水は町水道、雨水は敷地内に自然浸透及び桝を設置し、飲み込めない

分は、南側の既設水路へ放流します。 

        汚水は、合併浄化槽を設置し雨水と同じ経路で放流します。 

        水利組合役員には承諾を得ています。 

        周りは、東と西側に住宅が建ち並び北側に道路、南側には水路となって

おり、農地に影響はないものと思われます。 

        この案件は問題ありませんので皆様のご審議のほど、よろしくお願いし

ます。     

・議  長   只今報告のありました農地法第５条第１項番号１の件について、何か意

見はございませんか。 



       （「異議なし」の声あり） 

・議  長   異議のないものと認め、議案第３１号 農地法第５条第１項番号１につ 

いて承認するものと決定いたします。 

・議  長   農地法第５条第１項番号２を調査されました泉 利夫委員に報告を求め

ます。 

・泉 利夫委員   令和５年８月１０日 １０時より○○○○さん、荒木事務局長、岸浪係

長、最適化推進員の小豆畑元さん、伊藤良平次さんと私の６名で、字○○

○○を調査しました。 

        ○○○○前の道路を○○○○方面に○○○○ほど行き、右側に○○○○

があり、その裏側で○○○○との間に設置します。 

        転用目的は、太陽光発電設備の設置であります。 

        申請地は、形質変更せずに架台を設置する為、土砂流出の恐れは無く、

雨水は、施設内で自然浸透させ一部溢れた分は、現在の用水路を利用して

排水されますので問題ありません。 

       また、申請地西・北側に隣接農地がありますが、境界線から４ｍの距離を 

      確保し、かつ、工作物の高さを３ｍ以下にすることで、日照に支障はでませ 

ん。 

 以上、調査した結果、この案件は問題ありませんので、ご審議のほどよろ

しくお願いします。  

・議  長   只今報告のありました農地法第５条第１項番号２の件について、何かご

意見等ございませんか。      

       （「異議なし」の声あり） 

・議  長   異議のないものと認め、議案第３１号 農地法第５条第１項番号２につ

いて承認するものと決定いたします。 

 

（４）議案第３２号  

  現況確認証明に対する意見決定について  

・議  長   次に、議案３２号現況証明に対する意見決定についてを議題とします。 

事務局の説明を求めます。 

・事務局長   （議案朗読） 

・議  長   現況確認証明申請番号１について調査されました泉利夫委員に報告を求



めます。 

・泉利夫委員   現況確認証明申請番号１に対する現地調査について報告します。 

        令和５年８月１０日、９時より、申請人の○○○○さん、荒木事務局長、

岸浪係長、最適化推進員小豆畑元さん、伊藤良平次さんと私の６名で、○

○○○２８７㎡と、１，８９１㎡の２筆を調査しました。 

        場所は、１筆目が○○○○から○○○○ｍほど○○○○に向かい○○○

○に左折し、○○○○の左手前角に位置します。 

        ２筆目は、○○○○で左折せず○○○○m直進した右側の○○○○から

○○○○mほど徒歩で坂を上った高台の位置です。 

        ２筆とも現在、耕作放棄地で草木が生えた状態です。 

        非農地化した経過としては、所有者の親が平成１０年頃まで耕作してい

ましたが、申請人は畑作業が困難で３０年以上経過し草木が生えた状態に

なってしまい、今後も耕作は不可能なことから、地目を原野に変更したく

今回の申請に至りました。 

        以上、調査した結果この案件は問題ありませんので、ご審議のほどよろ

しくお願いします。 

・議  長   只今報告のありました現況確認証明申請番号１について、何かご意見等

ございませんか。      

       （「異議なし」の声あり） 

・議  長   異議のないものと認め、議案第３２号 現況確認証明申請番号１につい

て承認するものと決定いたします。 

  続きまして、現況確認証明申請番号２を調査されました泉 利夫委員に

報告を求めます。 

・泉利夫委員   現況確認証明申請番号２に対する現地調査について報告します。 

        令和５年８月１０日、９時３０分より、申請人の○○○○さん、荒木事

務局長、岸浪係長、最適化推進員小豆畑元さん、伊藤良平次さんと私の６

名で、○○○○１７４㎡を調査しました。 

  場所は、○○○○から○○○○mほど○○○○側に向かい○○○○方向

に左折し○○○○を渡り、○○○○方面に○○○○㎞進んだ右側に○○○

○があり、その手前右奥に住宅があります。その住宅裏から○○○○mほ

ど坂を登った位置です。未耕作で背丈より高い篠木類が生えた状態で耕作



不可能な状態です。 

  非農地化した経過としては、申請人は畑作業が困難で４０年ほど経過し

篠木類が生えた状態になってしまい、今後も耕作は不可能なことから原野

に変更したく今回の申請にいたりました。 

  以上、調査した結果この案件は問題ありませんので、ご審議のほどよろ

しくお願いします。 

・議  長   審議に入る前に、議案第３２号 現況確認証明申請番号２について、１

番 黒﨑委員は、申請者の代理人と同じ事務所ですので、農業委員等に関

する法律第３１条 議事参与の制限により退席を求めます。 

       〈黒﨑委員退席〉 

・議  長   只今報告のありました現況確認証明申請番号２について、何かご意見等

ございませんか。      

       （「異議なし」の声あり） 

・議  長   異議のないものと認め、議案第３２号 現況確認証明申請番号２につい

て承認するものと決定いたします。 

・議  長   黒﨑委員の入室を認めます。 

       〈黒﨑委員入室〉 

 

（５）議案第３３号  

  荒廃農地に係る非農地判断の可否の決定について  

・議  長   次に、議案３３号 荒廃農地に係る非農地判断の可否の決定についてを 

       議題といたします。  

事務局の説明を求めます。 

・事務局長   （議案朗読）  ※朗読説明終了後、スライド確認 

・議  長   只今説明のありました荒廃農地に係る非農地判断の可否の決定について、

一括で審議することに何かご意見等ございませんか。 

       （「異議なし」の声あり） 

・議  長   それでは、荒廃農地に係る非農地判断の可否の決定について何かご意見

等がある場合は議案書の番号を述べてから発言されますようお願いいた

します。 

        ご意見等ございませんか。 



       （「異議なし」の声あり） 

・議  長   意義のないものと認め、議案第３３号 荒廃農地に係る非農地判断に対

する意見決定の件について番号１から番号３８を一括して承認するもの

と決定いたします。 

 

 

以上で本日提案されました議案は、すべて終了いたしました。これで本日の会議 

を閉じます。 

 

 

午後２時２０分 

 

 

 この議事録は書記が作成したもので、その内容に相違ないことを証するた

め署名する。  

            令和５年８月１７日  

            石川町農業委員会  

 

         石川町農業委員会長                  

 議事録署名人   ２番           

                    ３番           

 


